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社会保障制度改革推進法のポイント

【目的】（第１条）
平成21年度税制改正法附則104条の規定の趣旨を踏まえて安定財源を確保しつつ

受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障制
度改革の基本的事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置すること
等により、改革を総合的かつ集中的に推進

【基本的な考え方・国の責務】（第２～３条）
社会保障制度改革は、次の事項を基本として行う。国は、改革に関する施策の総

合的策定と実施の責務
① 自助・共助・公助の最適な組合せ、家族相互・国民相互の助け合いの仕組みを

通じて自立生活の実現を支援
② 機能の充実と重点化・効率化を同時に行い、負担の増大を抑制しつつ、持続可

能な制度を実現
③ 年金・医療・介護は社会保険制度を基本、国・地方の負担は保険料負担の適正

化に充てることを基本
④ あらゆる世代が広く公平に負担を分かち合う観点等から、消費税・地方消費税

収を充当

【改革の実施及び目標時期】（第４条）
政府は、基本方針に基づき、社会保障制度改革を行う。必要な法制上の措置につ

いては、法律施行後１年以内に、国民会議の審議結果等を踏まえて講ずる。

【改革の基本方針】（第５～８条）
① 公的年金制度（今後の公的年金制度については、財政の現況及び見通し等を踏

まえ、国民会議で検討し、結論を得る、年金記録問題への対処及び社会保障番号
制度の早期導入）

② 医療保険制度（国民皆保険を維持、国民負担の増大抑制と必要な医療の確保、
医療保険制度の財政基盤の安定化等、個人の尊厳と患者の意思を尊重する医療の
在り方、今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、国
民会議で検討し、結論を得る）

③ 介護保険制度（介護サービスの効率化・重点化、保険料負担の増大の抑制と必
要な介護サービスの確保）

④ 少子化対策（人生の各段階に応じた支援、待機児童解消策等の推進に向けた法
制上・財政上の措置）

【社会保障制度改革国民会議】（第９～１５条）
社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立っ

て、基本的な考え方にのっとり、基本方針に基づいて改革を行うために必要な事項
を審議するため、内閣に社会保障制度改革国民会議を設置(委員20人以内、総理が
任命、国会議員を兼ねることを妨げない、事務局、設置期限は施行日から1年以内)

【生活保護制度の見直し】（附則第２条）
不正受給への厳格な対処等の見直しを早急に行う。生活困窮者対策及び生活保護

制度の見直しに総合的に取り組む。

成立：H24.8.10 施行：H24.8.22
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○社会保障制度改革推進法（平成 24 年 8 月 22 日施行）（国民会議部分抜粋） 
 

（改革の実施及び目標時期） 

第４条 政府は、次章に定める基本方針に基づき、社会保障制度改革を行うものとし、この

ために必要な法制上の措置については、この法律の施行後１年以内に、第９条に規定す

る社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとする。 

 

第３章 社会保障制度改革国民会議 

 

（社会保障制度改革国民会議の設置） 

第９条 平成２４年２月１７日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱その他

既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、第２条の基本的な考え方にのっとり、

かつ、前章に定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審

議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議（以下「国民会議」という。）を置く。 

（組織） 

第１０条 国民会議は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

３ 委員は、国会議員を兼ねることを妨げない。 

４ 国民会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

５ 会長は、国民会議の会務を総理する。 

６ 委員は、非常勤とする。 

（事務局） 

第１２条 国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。 

２ 事務局に、事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 

４ 事務局長は、会長の命を受け、局務を掌理する。 

（設置期限） 

第１３条 国民会議は、この法律の施行の日から１年を超えない範囲内において政令で定

める日まで置かれるものとする。 

（主任の大臣） 

第１４条 国民会議に係る事項については、内閣法（昭和２２年法律第５号）にいう主任の大

臣は、内閣総理大臣とする。 

 

（政令への委任） 

第１５条 この法律に定めるもののほか、国民会議に関し必要な事項は、政令で定める。 

  

 

※社会保障制度改革推進法第１３条の政令で定める日を定める政令 

（平成24年9月7閣議決定） 

社会保障制度改革推進法第１３条の政令で定める日は、平成25年8月21日とする。 

 第２章（第５条～第８条） 

 第２章（第５条～第８条）  
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社会保障制度改革国民会議 委員名簿 

平成 25 年 4 月 19 日現在 

伊藤 元重  東京大学大学院経済学研究科教授 

○ 遠藤 久夫  学習院大学経済学部長 

大島 伸一  国立長寿医療研究センター総長 

大日向雅美  恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授   

権丈 善一  慶應義塾大学商学部教授 

駒村 康平  慶應義塾大学経済学部教授 

榊原 智子  読売新聞東京本社編集局社会保障部次長 

神野 直彦  東京大学名誉教授     

◎ 清家 篤   慶應義塾長        

永井 良三  自治医科大学学長     

西沢 和彦  日本総合研究所調査部上席主任研究員   

増田 寬也  野村総合研究所顧問    

宮武 剛   目白大学大学院生涯福祉研究科客員教授 

宮本 太郎  中央大学法学部教授 

山崎 泰彦  神奈川県立保健福祉大学名誉教授 

◎は会長、○は会長代理 
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○社会保障制度改革推進法（「基本的な考え方」部分抜粋） 

 

 

（基本的な考え方） 

第２条 社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として行わ

れるものとする。 
 

 一 自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留

意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家

族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実

現を支援していくこと。 
 

 二 社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制度の運営

の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する

者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な

制度を実現すること。 
 

 三 年金、医療及び介護においては、社会保険制度を基本と

し、国及び地方公共団体の負担は、社会保険料に係る国

民の負担の適正化に充てることを基本とすること。 
 

 四 国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代

が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要す

る費用に係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源に

は、消費税及び地方消費税の収入を充てるものとすること。 
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○社会保障制度改革推進法（基本方針部分抜粋） 
 

第２章 社会保障制度改革の基本方針 

 

（公的年金制度） 

第５条 政府は、公的年金制度については、次に掲げる措置その他必要な改革を行うものと

する。 

一 今後の公的年金制度については、財政の現況及び見通し等を踏まえ、第九条に規

定する社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ること。 

二 年金記録の管理の不備に起因した様々な問題への対処及び社会保障番号制度の

早期導入を行うこと。 

  

（医療保険制度） 

第６条 政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる

中で、健康保険法（大正十一年法律第七十号）、国民健康保険法（昭和三十三年法律

第百九十二号）その他の法律に基づく医療保険制度（以下単に「医療保険制度」という。）

に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持するとともに、次に掲げる措置その他

必要な改革を行うものとする。 

一 健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積極的に促進するとともに、医療

従事者、医療施設等の確保及び有効活用等を図ることにより、国民負担の増大を抑

制しつつ必要な医療を確保すること。 

二 医療保険制度については、財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する

公平の確保、保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等を図ること。 

三 医療の在り方については、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重される

よう必要な見直しを行い、特に人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境を

整備すること。 

四 今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、第九条に規定

する社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ること。 

 

（介護保険制度） 

第７条 政府は、介護保険の保険給付の対象となる保健医療サービス及び福祉サービス

（以下「介護サービス」という。）の範囲の適正化等による介護サービスの効率化及び重

点化を図るとともに、低所得者をはじめとする国民の保険料に係る負担の増大を抑制し

つつ必要な介護サービスを確保するものとする。 

 

 （少子化対策） 

第８条 政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくために

は、社会保障制度の基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施してい

く必要があることに鑑み、単に子ども及び子どもの保護者に対する支援にとどまらず、就労、

結婚、出産、育児等の各段階に応じた支援を幅広く行い、子育てに伴う喜びを実感でき

る社会を実現するため、待機児童（保育所における保育を行うことの申込みを行った保

護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをい

う。）に関する問題を解消するための即効性のある施策等の推進に向けて、必要な法制

上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 
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検 討 項 目 
 

 

○ 医療の改革 

① 健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積極的に促進すると

ともに、医療従事者、医療施設等の確保及び有効活用等を図ることに

より、国民負担の増大を抑制しつつ必要な医療を確保 

② 医療保険制度について、財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負

担に関する公平の確保、保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等

を実施 

③ 医療の在り方について、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がよ

り尊重されるよう必要な見直しを行い、特に人生の最終段階を穏やか

に過ごすことができる環境を整備 

④ 今後の高齢者医療制度にかかる改革 

 

○ 介護の改革 

 介護保険の保険給付の対象となる介護サービスの範囲の適正化等

による介護サービスの効率化及び重点化を図るとともに、低所得者を

はじめとする国民の保険料に係る負担の増大を抑制しつつ必要な介

護サービスを確保 

 

○ 年金の改革 

① 今後の公的年金制度にかかる改革 

 ② 現行年金制度の改善 

（低年金・無年金者対策、厚生年金の適用拡大、被用者年金一元化等） 

 

○ 少子化対策 

社会保障制度の基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着

実に実施 

 

平成 24 年 11 月 16 日 民主党・自由民主党・公明党 三党実務者協議
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社会保障制度改革国民会議の開催状況 
 
 

 第１回（平成 24 年 11 月 30 日） 
・会長の選任（清家委員を会長に選任）、会長代理の指名（会長代理に遠藤

委員を指名） 

・会議運営規則の決定（原則としてインターネットでのライブ中継、報道関

係者の傍聴） 

・意見交換 
 
 

 第２回（平成 24 年 12 月 7 日） 
・社会保障審議会の部会長を務める４委員から、取組状況と今後の課題を報

告の後、意見交換 

  ① 医療分野   （遠藤委員 （社会保障審議会医療保険部会長）） 

  ② 介護分野   （山崎委員 （   〃   介護保険部会長）） 

  ③ 年金分野   （神野委員 （   〃   年金部会長）） 

  ④ 少子化対策分野（大日向委員 （   〃   児童部会長）） 
 
 

第３回（平成 25 年 1 月２１日） 
・第１回・第２回国民会議における主な議論について確認の上、意見交換 

  →２月にヒアリングを実施すること、委員のプレゼンテーションの機会

を設けること等を確認 
 
 

第４回（平成 25 年２月 19 日） 
・ヒアリング及び意見交換 

経団連、経済同友会、日本商工会議所、連合 
 
 

第５回（平成 25 年２月 28 日） 
・ヒアリング及び意見交換 

全国知事会、全国市長会、全国町村会、財政制度等審議会 
 
 

第６回（平成 25 年３月１３日） 
・国民会議におけるこれまでの議論の確認及び「基本的な考え方」の整理に

向けた議論 

・これまでの議論の積み重ね等の共有（医療・介護シミュレーション等） 

・今後の進め方 
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第７回（平成 25 年３月 27 日） （医療・介護①） 
・関係者を交えての議論 

日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、 

四病院団体協議会、全国老人福祉施設協議会、民間介護事業推進委員会 
 
 

第８回（平成 25 年４月４日）（医療・介護②） 
・関係者を交えての議論 

健康保険組合連合会、全国健康保険協会、国民健康保険中央会、 

全国後期高齢者医療広域連合協議会 
 
 

第９回（平成 25 年４月１９日）（医療・介護中心③） 
・委員プレゼンテーション（医療・介護） 

・関係者を交えての議論 

日本医師会 

・懇談会 
 
 

第１０回（平成 25 年４月２２日）（医療・介護④） 
・これまでの議論の整理（医療・介護） 

 
 

第１１回（平成 25 年５月９日）（少子化対策①） 
・委員プレゼンテーション等（少子化対策） 

 
 

第１２回（平成 25 年５月１７日）（少子化対策②、年金①） 
・これまでの議論の整理（少子化対策） 

・委員プレゼンテーション等（年金） 
 
 

第１３回（平成 25 年 6 月 3 日）（予定）（年金②） 
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